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特別弔慰金

〜
特
別
弔
慰
金
の
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？
〜

戦
没
者
な
ど
の
遺
族
の
皆
さ
ん
へ

　

 

戦
没
者
な
ど
の
遺
族
の
皆
様
に

弔
慰
の
意
を
表
す
た
め
、
特
別
弔
慰

金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

【
支
給
の
方
法
】

　

特
別
弔
慰
金
は
、
戦
没
者
一
人
に

つ
い
て
、
額
面
40
万
円
の
国
債
で
支

給
さ
れ
、
平
成
18
年
か
ら
27
年
ま
で

の
10
年
間
に
わ
た
っ
て
毎
年
4
万
円

ず
つ
償
還
さ
れ
ま
す
。

【
支
給
の
条
件
】

　

特
別
弔
慰
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
満
州
事
変
（
昭
和
6
年

9
月
18
日
）
以
後
の
戦
没
者
な
ど
の

遺
族
で
す
が
、
平
成
17
年
4
月
1
日

現
在
で
公
務
扶
助
料
、
遺
族
年
金
な

ど
を
受
け
て
い
る
遺
族
が
い
な
い
場

合
に
限
ら
れ
ま
す
。

【
支
給
の
対
象
者
】

　

特
別
弔
慰
金
は
、
主
と
し
て
次
の

遺
族
の
う
ち
、
順
序
に
従
っ
て
最
も

順
位
が
先
の
人
一
人
に
支
給
さ
れ
ま

す
。

①
平
成
17
年
4
月
1
日
ま
で
に
弔
慰

金
（
遺
族
国
庫
債
券
）
の
受
給
権
を

取
得
し
た
人 

②
戦
没
者
な
ど
の
子 

③
戦
没
者
な
ど
と
生
計
を
と
も
に
し

て
い
た
Ⅰ
父
母
、
Ⅱ
孫
、
Ⅲ
祖
父
母
、

Ⅳ
兄
弟
姉
妹
（
婚
姻
、
養
子
縁
組
に

よ
り
平
成
17
年
4
月
1
日
に
氏
が
変

わ
っ
て
い
る
人
は
除
か
れ
ま
す
。） 

④
③
以
外
の
Ⅰ
父
母
、
Ⅱ
孫
、
Ⅲ
祖

父
母
、
Ⅳ
兄
弟
姉
妹 

⑤
①
か
ら
④
以
外
の
三
親
等
内
の
親

族
（
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
ま
で
引
き

続
い
て
1
年
以
上
生
計
を
と
も
に
し

て
い
た
人
に
限
り
ま
す
。）

※
戦
没
者
の
死
亡
当
時
生
ま
れ
て
い

た
こ
と
が
要
件
で
す
。（
子
の
場
合
は

死
亡
当
時
の
胎
児
も
含
ま
れ
ま
す
。）

 【
請
求
の
期
限
】

　

請
求
は
平
成
20
年
3
月
31
日
ま
で

で
す
。
期
限
を
過
ぎ
る
と
受
給
が
で

き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に

申
請
手
続
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
請
求
書
】

　

市
役
所
高
齢
福
祉
課
お
よ
び
支
所

市
民
福
祉
課
に
備
え
て
あ
り
ま
す
。

　

請
求
書
の
ほ
か
に
も
戸
籍
抄
本
な

ど
も
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

【
受
付
・
問
い
合
わ
せ
先
】

（
大
洲
地
区
）

大
洲
市
役
所
高
齢
福
祉
課 

☎
㉔
2
1
1
1
（
内
線
1
7
7
）

（
長
浜
地
区
）

長
浜
支
所
市
民
福
祉
課 

☎
52
1
1
1
1
（
内
線
2
2
）

（
肱
川
地
区
）

肱
川
支
所
市
民
福
祉
課 

☎
34
2
3
4
0
（
内
線
4
0
0
）

（
河
辺
地
区
）

河
辺
支
所
市
民
福
祉
課 

☎
39
2
1
1
1
（
内
線
1
5
1
）

　

戦
没
者
遺
児
に
対
す
る
慰
藉
の
一

環
と
し
て
、
戦
没
者
の
眠
る
地
に
赴

き
、
慰
霊
追
悼
を
行
う
と
と
も
に
、

現
地
の
方
々
と
の
友
好
親
善
を
深
め

る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

【
参
加
資
格
】

・
慰
霊
を
実
施
す
る
地
域
で
戦
没
し

た
人
の
遺
児

・
政
府
主
催
に
よ
る
慰
霊
巡
拝
事
業

に
参
加
し
た
こ
と
の
な
い
人

【
問
い
合
わ
せ
先
】

（
財
）
愛
媛
県
遺
族
会
事
務
局

☎
0
8
9
・
9
2
4
・
8
9
6
5

 

戦
没
者
遺
児
に
よ
る
慰
霊
友
好

       

親
善
事
業
へ
の
参
加
募
集

実施地域 実施時期 申込締切
１ 西部ニューギニア 8月 24 日～ 9月 1日 7月 5日

２ ボルネオ・マレー半島 9月 12 日～ 21 日 7 月 25 日

３ 中国 9月 25 日～ 10 月 4 日 8月 5日

４ トラック・パラオ諸島 10 月 7 日～ 14 日 8 月 20 日

５ 東部ニューギニア 10 月 18 日～ 26 日 8 月 30 日

６ ソロモン諸島 11 月 1 日～ 9日 9月 15 日

７ フィリピン 11 月 14 日～ 21 日 9 月 20 日

８ 沖縄 11 月 24 日～ 29 日 9 月 30 日

９ ミャンマー 11 月 29 日～ 12 月 8 日 10 月 10 日

10 タイ 11 月 29 日～ 12 月 6 日 10 月 10 日

11 マーシャル・ギルバート諸島 平成 19 年 1 月 20 日～ 28 日 9 月 20 日

12 台湾・バシー海峡 平成 19 年 2 月 19 日～ 25 日 12 月 25 日

【実施計画】
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お知らせ
　

先
の
大
戦
に
お
い
て
、外
地
等（
事

変
地
の
区
域
ま
た
は
戦
地
の
区
域
）

に
派
遣
さ
れ
、
戦
時
衛
生
勤
務
に
従

事
さ
れ
た
旧
日
本
赤
十
字
社
救
護
看

護
婦
お
よ
び
旧
陸
海
軍
従
軍
看
護
婦

の
皆
様
（
慰
労
給
付
金
受
給
者
は
除

く
）
に
対
し
て
、
そ
の
ご
苦
労
に
報

い
る
た
め
内
閣
総
理
大
臣
の
書
状
を

贈
呈
し
て
い
ま
す
。

請
求
期
限 

　

平
成
19
年
3
月
31
日

請
求
書
類

　

市
役
所
高
齢
福
祉
課
の
窓
口
に
用

意
し
て
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
省
大
臣
官
房
管
理
室

　

☎
0
3
・
5
2
5
3
・
5
1
8
2

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

【
所
得
税
の
予
定
納
税
（
第
一
期
分
）
に
つ
い
て
】

　

所
得
税
の
予
定
納
税
第
一
期
分
の
納
税

を
お
忘
れ
な
く
。

　

納
期
は
7
月
1
日
か
ら
7
月
31
日
ま
で

で
す
。

　

6
月
中
旬
頃
に
税
務
署
か
ら
「
予
定
納

税
額
の
通
知
書
」
が
送
付
さ
れ
た
方
は
、

こ
れ
に
記
載
さ
れ
た
第
一
期
分
の
金
額
が

納
税
す
る
額
に
な
り
ま
す
。

※
掲
載
事
項
に
つ
い
て
、
お
分
か
り
に
な
ら
な
い
点
が
あ

り
ま
し
た
ら
、大
洲
税
務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

大
洲
税
務
署 　

☎
㉔
3
1
1
5

予定納税の納期限

○
予
定
納
税
の
減
額
の
申
請

　

次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
平
成
18
年
6
月
30
日
現
在

の
状
況
で
、
平
成
18
年
分
の
年
間
所
得
や
所
得
控
除
な

ど
を
見
積
も
っ
て
計
算
し
た
税
額
が
、
税
務
署
か
ら
通

知
さ
れ
て
い
る
予
定
納
税
基
準
額
よ
り
少
な
く
な
る
と

見
込
ま
れ
る
場
合
は
、
予
定
納
税
の
減
額
を
申
請
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
廃
業
や
休
業
、
失
業
の
た
め
、
平
成
17
年
分
よ
り
所

得
が
減
少
す
る
と
見
込
ま
れ
る
と
き

●
業
況
不
振
な
ど
の
た
め
、
平
成
17
年
分
よ
り
明
ら
か

に
所
得
が
少
な
く
な
る
と
見
込
ま
れ
る
と
き

●
地
震
、
風
水
害
、
火
災
な
ど
の
災
害
や
盗
難
、
横
領

に
よ
っ
て
財
産
に
損
害
を
受
け
た
た
め
、
平
成
17
年
分

よ
り
所
得
が
減
少
し
た
り
、
雑
損
控
除
が
受
け
ら
れ
る

と
見
込
ま
れ
る
と
き

○
減
額
申
請
の
手
続
き

　

7
月
18
日
（
火
）
ま
で
に
「
予
定
納
税
の
減
額
申
請

書
」
を
税
務
署
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

愛
媛
県
地
域
材
利
用
木
造
住
宅
建
設
促
進
資
金

利
子
補
給
金
交
付
制
度
の
利
用
に
つ
い
て

愛
媛
県
で
は
、
地
域
材
を
使
用
し
た
木
造
住
宅
の
建
設
や

購
入
に
対
し
積
極
的
に
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
概 

要
】

　

自
ら
が
居
住
す
る
た
め
に
、
一

戸
建
て
の
対
象
住
宅
を
県
内
で
新

築
・
購
入
す
る
人
が
、
住
宅
主
要

部
材
に
50
％
以
上
の
地
域
材
を
利

用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
ま
た
は
指

定
金
融
機
関
か
ら
融
資
を
受
け
る

場
合
に
、
最
長
で
5
年
間
利
子
補

給
が
受
け
ら
れ
る
制
度
で
す
。

【
申
込
み
】

・
本
制
度
の
お
申
込
み
は
、
指
定

金
融
機
関
で
の
資
金
申
込
み
と
同

時
に
行
い
ま
す
。

・
建
売
住
宅
で
は
、
建
売
事
業

者
が
あ
ら
か
じ
め
各
種
証
明
書
等

を
準
備
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。

【
対
象
と
な
る
融
資
】

・
住
宅
金
融
公
庫
及
び
指
定
金
融

機
関
の
融
資

※
公
庫
証
券
化
支
援
事
業
（「
フ

ラ
ッ
ト
35
」）
の
融
資
は
対
象
と

な
り
ま
す
。

※
自
己
資
金
や
共
済
資
金
な
ど
は

対
象
外
と
な
り
ま
す
。

【
対
象
住
宅
】

・
地
域
材
を
主
要
部
材
に
50
％
以

上
使
用
す
る
木
造
住
宅

・
在
来
工
法
ま
た
は
枠
組
壁
工
法

で
建
設
さ
れ
る
木
造
住
宅

・
県
内
に
事
務
所
を
有
す
る
施
工

業
者
に
よ
り
建
設
さ
れ
る
木
造
住

宅・
住
宅
部
分
の
床
面
積
が
70
㎡
以

上
2
8
0
㎡
以
下
の
木
造
住
宅

【
そ
の
他
】

　
「
え
ひ
め
地
域
木
造
住
宅
基
準
」

適
合
住
宅
に
は
、
利
子
補
給
の
加

算
制
度
も
あ
り
ま
す
。
制
度
申
込

み
以
前
に
、
地
方
局
建
設
部
ま
た

は
土
木
事
務
所
に
お
け
る
設
計
審

査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
愛
媛
県
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
「
え
ひ
め
の
建
築
・
住
宅
」
か

ら
で
も
詳
細
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま

す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

愛
媛
県
土
木
部
建
築
住
宅
課

　

☎
0
8
9

・

9
4
1

・

2
7
7
9

旧
日
本
赤
十
字
社
救
護
看
護
婦

旧
陸
海
軍
従
軍
看
護
婦
の
皆
様
へ




